
 

 

報告第４号 

 

令和７年度西海市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

の専決処分の承認について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により、これを報告

し、承認を求める。 

 

令和８年５月１１日 

 

西海市長 瀬川 光之   
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専決処分第７号 

 

   令和７年度西海市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

 令和７年度西海市の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 7,162

千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 231,846 千円とする。 

２ 直営診療施設勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」に

よる。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

  令和８年３月３１日 専決 

 

西海市長 瀬川 光之   
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  直営診療施設勘定 
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歳 入 歳 出 予 算 補 正第 1 表

歳 入

（単位：千円）

項 補 正 前 額 今回補正額 合 計款

県支出金  3.          8,639          7,188         15,827

県補助金  1.          8,639          7,188         15,827

繰入金  4.        118,904           △550        118,354

他会計繰入金  1.         74,507           △550         73,957

市債  7.         48,600        △13,800         34,800

市債  1.         48,600        △13,800         34,800

       239,008         △7,162        231,846歳 入 合 計
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歳 出

（単位：千円）

補 正 前 額項 今回補正額 合 計款

施設整備費  4.         55,941         △7,162         48,779

施設整備費  1.         55,941         △7,162         48,779

       239,008         △7,162        231,846歳 出 合 計
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第２表 地方債
1　変更

限 度 額 利率 償還の方法

千円

過疎対策事業債 48,100 1. 借入先 年利4.0％以内

2. 借入方法

3. 借入時期

計 48,600

起債の目的
補 正 前

　（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる政府
資金及び地方
公共団体金融
機構資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の
利率）

起債の方法

証書借入又は
証券発行

財務省、地方公
共団体金融機
構、銀行等

　借入時期から
30年以内（うち
据置期間５年以
内）において元
利均等又は元
金均等などの償
還の方法によ
る。
   ただし、本市
財政の都合によ
り、繰上償還を
し、又は償還年
限を短縮し、若
しくは借換をす
ることができる。　令和７年度、た

だし、工事その
他の都合によ
り、その全部又
は一部を翌年度
に繰延べ借り入
れすることがで
きる。
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補正

限 度 額 利率 償還の方法

千円

34,300 1. 借入先 年利4.0％以内

2. 借入方法

3. 借入時期

34,800

補 正 後

起債の方法

　（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる政府
資金及び地方
公共団体金融
機構資金につ
いて、利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の
利率）

財務省、地方公
共団体金融機
構、銀行等

　借入時期から
30年以内（うち
据置期間５年以
内）において元
利均等又は元
金均等などの償
還の方法によ
る。
   ただし、本市
財政の都合によ
り、繰上償還を
し、又は償還年
限を短縮し、若
しくは借換をす
ることができる。　令和７年度、た

だし、工事その
他の都合によ
り、その全部又
は一部を翌年度
に繰延べ借り入
れすることがで
きる。

証書借入又は
証券発行
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地方債の前々年度末におけ
当該年度末における現在高

前年度繰越額

補 正 前 補 正 額 補 正 後

１．過疎対策事業債 8,443 9,708 0 48,100 △ 13,800 34,300

（１）雪浦診療所 397 103 0 0 0 0

（２）松島診療所 8,046 9,605 0 48,100 △ 13,800 34,300

２. 辺地対策事業債 22,474 17,597 0 500 0 500

 (１) 江島診療所 7,157 6,332 0 500 0 500

 (２) 平島診療所 15,317 11,265 0 0 0 0

合　　計 30,917 27,305 0 48,600 △ 13,800 34,800

前年度末
現在高

前々年度末
現在高

区　分 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額

当　　　該　　　年　　　度　　　中　　　増　　　減　　　見　　　込　　　額
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る現在高並びに前年度末及び
の見込みに関する調書補正

（単位：千円）

補 正 前 補 正 額 補 正 後 補 正 前 補 正 額 補 正 後

1,881 0 1,881 55,927 △ 13,800 42,127

103 0 103

1,778 0 1,778 55,927 △ 13,800 42,127

5,237 0 5,237 12,860 0 12,860

1,138 0 1,138 5,694 0 5,694

4,099 0 4,099 7,166 0 7,166

7,118 0 7,118 68,787 △ 13,800 54,987

当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額
当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額

当　　　該　　　年　　　度　　　中　　　増　　　減　　　見　　　込　　　額
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